
中札内村スポーツ賞表彰の推薦等要領の一部を改正する訓令新旧対照表 

改        正        前 改        正        後 

～～条文略～～ ～～条文略～～ 

(１) スポーツ賞 (１) スポーツ賞 

  ア それぞれの権威あるスポーツ大会において、優秀な成績を収めた    

    者 

  ア 各種の      スポーツ大会において、優秀な成績を収めた       

    者 

＜基準＞ （ア）全道大会優勝の個人及び団体 ＜基準＞ （ア）全道大会優勝の個人及び団体 

（イ）全国大会入賞（６位まで）の個人及び団体 （イ）全国大会入賞（６位まで）の個人及び団体 

（ウ）世界大会（世界選手権、ワールドカップ、オリン 

ピック等）出場の個人又は団体 

（ウ）世界大会（世界選手権、ワールドカップ、オリン 

ピック等）出場の個人又は団体 

イ スポーツの振興に寄与した者 イ スポーツの振興に寄与した者 

＜基準＞ 地域社会又は職場等における、スポーツの健全な普及発 

展に貢献し、本村におけるスポーツの振興に顕著な功績 

をあげた個人又は団体 

＜基準＞ 地域社会又は職場等における、スポーツの健全な普及発 

展に貢献し、本村におけるスポーツの振興に顕著な功績 

をあげた個人又は団体 

(２) スポーツ奨励賞 (２) スポーツ奨励賞 

ア それぞれの競技で権威のあるスポーツ大会において、優秀な成績 

をおさめた者 

ア 各種の          スポーツ大会において、優秀な成績  

をおさめた者 

＜基準＞ （ア）十勝大会優勝の個人及び団体 ＜基準＞ （ア）十勝大会優勝の個人及び団体 

（イ）全道大会入賞（６位まで）の個人及び団体 （イ）全道大会入賞（６位まで）の個人及び団体 

イ スポーツの振興に寄与した者 イ スポーツの振興に寄与した者 

＜基準＞ 地域社会又は職場等において、スポーツの普及奨励のた 

め、その企画や指導に積極的な個人又は団体 

＜基準＞ 地域社会又は職場等において、スポーツの普及奨励のた 

め、その企画や指導に積極的な個人又は団体 

～～条文略～～ ～～条文略～～ 

附 則（令和元年１１月２８日教委訓令第４号） 

この訓令は、令和元年１２月１日から施行する。 


